
滋賀県女性活躍推進企業 建設業
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実施している取組

整えている制度

企業プロフィール

※本企業情報ページの公表内容は、企業・団体等からの申請によるものです。

認 証 期 間 令和7年(2025年)10月1日 ～ 令和9年(2027年)9月30日

初回認証日 令和元年(2019年)9月30日 （一つ星企業　　滋賀県31認証第35号）

所　在　地 滋賀県高島市マキノ町浦34

電 話 番 号 0740-28-0549 F A X 番号 0740-28-1230

会　社　名 森本建設　株式会社

育児・介護休業、子の看護休暇等に関わる制度が法定以上に整備さ
れています。

短時間勤務制度または所定外労働免除制度が子どもの小学校就学後も
利用可能です。

柔軟に活用できる 年次有給休暇制度 特別な有給休暇制度

時間単位または半日単位で年次有給休暇制度を利用可能です。 年次有給休暇の他にも、特別に設けられた有給休暇制度があります。

充実した育休等の制度 子が小学校就学後まで 使える短時間勤務等の制度

WLB推進企業登録
滋賀県のワーク・ライフ・バランス推進企業として登録されていま
す。

（35.2%）

女性正規従業員比率

森本建設　株式会社

一つ星企業 滋賀県R7認証第84号

仕事と生活の調和を図り、女性が働きやすくその能力を十分に発揮し活躍できる職場を目指
し、定着率がＵＰするような環境作り、組織作りに取り組んで参ります。
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